令和８年度福岡県介護実習・普及センター事業
業務委託仕様書

１　委託事業名
　　令和８年度福岡県介護実習・普及センター事業

２　事業目的
　　高齢者介護に関する各種講座を通じて、県民に対する介護知識、介護技術の普及を図るとともに、「高齢化社会は県民全体で支えるもの」という考え方を広く県民に啓発するもの。

３　委託期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月31日

４　事業内容
（１）介護実習・普及事業（原則として福岡地区及び筑後地区を対象とする。）
　ア　各種講座の実施
　　　各種講座について次表を目安として実施すること。
	区分
	内容
	回数（時間）

	高齢者介護意識の啓発
	・福祉用具の見学・体験や企業・学生等向けの出前講座、高齢者疑似体験、車いす体験、SNS等を活用した介護に関する広報など、高齢者介護に関心をもってもらうためのきっかけとなるものであること。
	100回程度

	介護の知識及び技術の普及
	・介護予防、介護入門講座
高齢期の栄養と口腔ケア、高齢期の筋力アップ、レクリエーションについて等、高齢期の特徴や生活していくうえで必要な機能を向上させる方法を学ぶものであること。
・テーマ別介護講座
食事、着替え、入浴、清潔、排泄等のテーマ別に、家族での介護場面において必要な知識、技術を学ぶものであること。
	60回程度
（160時間
程度）

	認知症に関する知識及び介護の普及
	認知症サポーター養成講座
	４回程度

	
	キャラバンメイト養成研修
	最低１回

	
	・その他、認知症に関する理解や予防、原因や症状、認知症高齢者への対応や成年後見制度、技術のスキルアップ等を学ぶものであること。
	適宜

	福祉関係職員等に必要な知識及び技術の普及
	・高齢者の自立と尊厳保持を基本にした専門性の高い介護知識と技術、福祉用具の適正な活用や住宅改修等について学ぶものであること。
	５回程度
（10時間
程度）


　　　※講座の開催にあたっては、時期や時間帯等を工夫して開催することとし、適切な日数、定員を確保すること。
　　　※参加者から講座に関する感想について、アンケート調査を行うこと。
　　　※正確な情報に基づき実施し、特定の講師に限定せず幅広い講師陣を確保すること。
　　　※県内４地区の構成
	地区名
	市町村名

	福岡
	福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、
福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町、東峰村

	北九州
	北九州市、行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

	筑後
	大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、
うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町、広川町

	筑豊
	直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町


　イ　高齢者介護に関する情報提供
　　　業務の実施に当たり、効果的な広報を行うこと。また、県民のニーズを反映させた情報提供を行い、県民各層に対し高齢者介護の意識の啓発を行うこと。
　ウ　その他介護実習・普及に関連する事業


（２） 福祉用具普及事業
　ア　福祉用具の展示
　　・「目で見て、触れて、試す」福祉用具展示室の充実を図り、県民への適切な情報提供を行う。
　　・福祉用具の展示について、一部の事業者及び品目に偏ることなく、県民のニーズに対応できる展示を企画すること。また、安全な展示環境を確保すること。
　　・福岡県介護ＤＸ支援センターと展示スペース及び展示内容について、相互に調整を図ること。
　イ　福祉用具、住宅改造等に関する相談・助言
　　・福祉用具や福祉用具の調整、住宅改修、介護その他の在宅生活に関する相談に対し、対面又は電話等により、相談者一人ひとりの身体状態や生活環境などに応じた専門的相談を実施し、高齢者等の自立した在宅生活を支援する。
　　・必要に応じ、関係機関との連絡調整等を行う。
　ウ　福祉用具の利用方法、利用手続等の情報提供
　　・福祉用具に関して常に最新の情報を取り入れ、県民へ情報提供を行う。
　エ　県内企業が開発した福祉機器に係る展示コーナーの設置及び普及促進
　オ　その他県が実施する福祉機器関係事業に対する協力




　【福岡県介護実習・普及センターについて】
	施設名称
	所在地
	主な施設・設備

	福岡県介護実習・普及センター
[クローバープラザ内]
	春日市原町３－１－７
クローバープラザ２・４階
	介護実習室　３１５㎡
機器展示室
　　１７０～１９０㎡



　　・休館日
　　　　月曜日（第4月曜日は除く、月曜日が祝日の場合は翌火曜日）、
　　　　お盆（8/13～15）、年末年始（12/28～１/４）
　　・福祉用具展示室開所時間
　　　　９時～17時
　　　　※介護に関する専門的知識を有する者を常時１人以上配置すること。
　　　　（例：社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、理学・作業療法士、看護師等）

（３）福岡県介護実習・普及センター業務
　ア　介護実習・普及センター運営委員会等の設置及び運営
　　・「介護実習・普及センター研修専門部会」及び「介護実習・普及センター福祉用具専門部会」を開催後、「介護実習・普及センター運営委員会」を行い、事業評価を行うこと。
　　・委員は、学識経験者、医療・介護・福祉関係者、行政機関関係者等で構成すること。
　　　※年１回以上開催すること。
　イ　福岡県介護実習・普及センター事業全体の研修案内等の作成
　　　（福岡県地域介護・実習普及センター分含む。）
　　・センターはその利用を促進する観点から、福岡県地域介護実習・普及センター分を含むセンター事業全体の事業内容についてパンフレットやホームページ等を作成し、この事業のＰＲを行うこと。
　ウ　その他県が依頼する事項に関する福岡県地域介護実習・普及センターとの調整
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